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問題行動を起こす児童生徒に対する指導について（通知）

いじめ、校内暴力をはじめとした児童生徒の問題行動は、依然として極めて深刻な状況にあり

ます。

いじめにより児童生徒が自らの命を絶つという痛ましい事件が相次いでおり、児童生徒の安心

・安全について国民間に不安が広がっています。また、学校での懸命な種々の取組にもかかわら

ず、対教師あるいは生徒間の暴力行為や施設・設備の毀損・破壊行為等は依然として多数にのぼ

り、一部の児童生徒による授業妨害等も見られます。

問題行動への対応については、まず第一に未然防止と早期発見・早期対応の取組が重要です。

学校は問題を隠すことなく、教職員一体となって対応し、教育委員会は学校が適切に対応できる

ようサポートする体制を整備することが重要です。また、家庭、特に保護者、地域社会や地方自

治体・議会を始め、その他関係機関の理解と協力を得て、地域ぐるみで取り組めるような体制を

進めていくことが必要です。

昨年成立した改正教育基本法では、教育の目標の一つとして「生命を尊ぶ」こと、教育の目標

を達成するため、学校においては「教育を受ける者が学校生活を営む上で必要な規律を重んずる」

ことが明記されました。

いじめの問題への対応では、いじめられる子どもを最後まで守り通すことは、児童生徒の生命

・身体の安全を預かる学校としては当然の責務です。同時に、いじめる子どもに対しては、毅然

とした対応と粘り強い指導により、いじめは絶対に許されない行為であること、卑怯で恥ずべき

行為であることを認識させる必要があります。

さらに、学校の秩序を破壊し、他の児童生徒の学習を妨げる暴力行為に対しては、児童生徒が

安心して学べる環境を確保するため、適切な措置を講じることが必要です。

このため、教育委員会及び学校は、問題行動が実際に起こったときには、十分な教育的配慮の

もと、現行法制度下において採り得る措置である出席停止や懲戒等の措置も含め、毅然とした対

応をとり、教育現場を安心できるものとしていただきたいと考えます。

この目的を達成するため、各教育委員会及び学校は、下記事項に留意の上、問題行動を起こす

児童生徒に対し、毅然とした指導を行うようお願いします。

なお、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等

に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して、この趣旨について周知を図るとと

もに、適切な対応がなされるよう御指導願います。

記

１ 生徒指導の充実について

(1) 学校においては、日常的な指導の中で、児童生徒一人一人を把握し、性向等についての理

解を深め、教師と児童生徒との信頼関係を築き、すべての教育活動を通じてきめ細かな指導

を行う。また、全教職員が一体となって、児童生徒の様々な悩みを受け止め、積極的に教育

相談やカウンセリングを行う。



(2) 児童生徒の規範意識の醸成のため、各学校は、いじめや暴力行為等に関するきまりや対応

の基準を明確化したものを保護者や地域住民等に公表し、理解と協力を得るよう努め、全教

職員がこれに基づき一致協力し、一貫した指導を粘り強く行う。

(3) 問題行動の中でも、特に校内での傷害事件をはじめ、犯罪行為の可能性がある場合には、

学校だけで抱え込むことなく、直ちに警察に通報し、その協力を得て対応する。

２ 出席停止制度の活用について

(1) 出席停止は、懲戒行為ではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の教育を受ける権利

を保障するために採られる措置であり、各市町村教育委員会及び学校は、このような制度の

趣旨を十分理解し、日頃から規範意識を育む指導やきめ細かな教育相談等を粘り強く行う。

(2) 学校がこのような指導を継続してもなお改善が見られず、いじめや暴力行為など問題行動

を繰り返す児童生徒に対し、正常な教育環境を回復するため必要と認める場合には、市町村

教育委員会は、出席停止制度の措置を採ることをためらわずに検討する。

(3) この制度の運用に当たっては、教師や学校が孤立することがないように、校長をはじめ教

職員、教育委員会や地域のサポートにより必要な支援がなされるよう十分配慮する。

学校は、当該児童生徒が学校へ円滑に復帰できるよう学習を補完したり、学級担任等が計

画的かつ臨機に家庭への訪問を行い、読書等の課題をさせる。

市町村教育委員会は、当該児童生徒に対し出席停止期間中必要な支援がなされるように個

別の指導計画を策定するなど、必要な教育的措置を講じる。

都道府県教育委員会は、状況に応じ、指導主事やスクールカウンセラーの派遣、教職員の

追加的措置、当該児童生徒を受け入れる機関との連携の促進など、市町村教育委員会や学校

をバックアップする。

地域では、警察、児童相談所、保護司、民生・児童委員等の関係機関の協力を得たサポー

トチームを組織することも有効である。

(4) その他出席停止制度の運用等については、「出席停止制度の運用の在り方について」（平成

13年11月6日付け文部科学省初等中等教育局長通知）による。

３ 懲戒・体罰について

(1) 校長及び教員（以下「教員等」という。）は、教育上必要があると認めるときは、児童生

徒に懲戒を加えることができ、懲戒を通じて児童生徒の自己教育力や規範意識の育成を期待

することができる。しかし、一時の感情に支配されて、安易な判断のもとで懲戒が行われる

ことがないように留意し、家庭との十分な連携を通じて、日頃から教員等、児童生徒、保護

者間での信頼関係を築いておくことが大切である。

(2) 体罰がどのような行為なのか、児童生徒への懲戒がどの程度まで認められるかについては、

機械的に判定することが困難である。また、このことが、ややもすると教員等が自らの指導

に自信を持てない状況を生み、実際の指導において過度の萎縮を招いているとの指摘もなさ

れている。ただし、教員等は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合においても、身体

に対する侵害（殴る、蹴る等）、肉体的苦痛を与える懲戒（正座・直立等特定の姿勢を長時

間保持させる等）である体罰を行ってはならない。体罰による指導により正常な倫理観を養

うことはできず、むしろ児童生徒に力による解決への志向を助長させ、いじめや暴力行為な

どの土壌を生む恐れがあるからである。

(3) 懲戒権の限界及び体罰の禁止については、これまで「児童懲戒権の限界について」（昭和2

3年12月22日付け法務庁法務調査意見長官回答）等が過去に示されており、教育委員会や学

校でも、これらを参考として指導を行ってきた。しかし、児童生徒の問題行動は学校のみな

らず社会問題となっており、学校がこうした問題行動に適切に対応し、生徒指導の一層の充

実を図ることができるよう、文部科学省としては、懲戒及び体罰に関する裁判例の動向等も

踏まえ、今般、「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方」（別紙）

を取りまとめた。懲戒・体罰に関する解釈・運用については、今後、この「考え方」による

こととする。



別紙

学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方

1 体罰について

(1) 児童生徒への指導に当たり、学校教育法第11条ただし書にいう体罰は、いかなる場合にお

いても行ってはならない。教員等が児童生徒に対して行った懲戒の行為が体罰に当たるかど

うかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間

的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。

(2) （1）により、その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容

とする懲戒（殴る、蹴る等）、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒（正座・直立等特定

の姿勢を長時間にわたって保持させる等）に当たると判断された場合は、体罰に該当する。

(3) 個々の懲戒が体罰に当たるか否かは、単に、懲戒を受けた児童生徒や保護者の主観的な言

動により判断されるのではなく、上記（1）の諸条件を客観的に考慮して判断されるべきで

あり、特に児童生徒一人一人の状況に配慮を尽くした行為であったかどうか等の観点が重要

である。

(4) 児童生徒に対する有形力（目に見える物理的な力）の行使により行われた懲戒は、その一

切が体罰として許されないというものではなく、裁判例においても、「いやしくも有形力の

行使と見られる外形をもった行為は学校教育法上の懲戒行為としては一切許容されないとす

ることは、本来学校教育法の予想するところではない」としたもの（昭和56年4月1日東京高

裁判決）、「生徒の心身の発達に応じて慎重な教育上の配慮のもとに行うべきであり、このよ

うな配慮のもとに行われる限りにおいては、状況に応じ一定の限度内で懲戒のための有形力

の行使が許容される」としたもの（昭和60年2月22日浦和地裁判決）などがある。

(5) 有形力の行使以外の方法により行われた懲戒については、例えば、以下のような行為は、

児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常体罰には当たらない。

○ 放課後等に教室に残留させる（用便のためにも室外に出ることを許さない、又は食事時

間を過ぎても長く留め置く等肉体的苦痛を与えるものは体罰に当たる）。

○ 授業中、教室内に起立させる。

○ 学習課題や清掃活動を課す。

○ 学校当番を多く割り当てる。

○ 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。

(6) なお、児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ず

した有形力の行使は、もとより教育上の措置たる懲戒行為として行われたものではなく、こ

れにより身体への侵害又は肉体的苦痛を与えた場合は体罰には該当しない。また、他の児童

生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避するた

めにやむを得ずした有形力の行使についても、同様に体罰に当たらない。これらの行為につ

いては、正当防衛、正当行為等として刑事上又は民事上の責めを免れうる。

２ 児童生徒を教室外に退去させる等の措置について

(1) 単に授業に遅刻したこと、授業中学習を怠けたこと等を理由として、児童生徒を教室に入

れず又は教室から退去させ、指導を行わないままに放置することは、義務教育における懲戒

の手段としては許されない。

(2) 他方、授業中、児童生徒を教室内に入れず又は教室から退去させる場合であっても、当該

授業の間、その児童生徒のために当該授業に代わる指導が別途行われるのであれば、懲戒の

手段としてこれを行うことは差し支えない。

(3) また、児童生徒が学習を怠り、喧騒その他の行為により他の児童生徒の学習を妨げるよう

な場合には、他の児童生徒の学習上の妨害を排除し教室内の秩序を維持するため、必要な間、

やむを得ず教室外に退去させることは懲戒に当たらず、教育上必要な措置として差し支えな

い。

(4) さらに、近年児童生徒の間に急速に普及している携帯電話を児童生徒が学校に持ち込み、

授業中にメール等を行い、学校の教育活動全体に悪影響を及ぼすような場合、保護者等と連

携を図り、一時的にこれを預かり置くことは、教育上必要な措置として差し支えない。


